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（注）☆を付した部分は、平成22年度税制改正により改正されたもの。◎住宅税制の概要

１ 住宅の取得に係る税制

）14租（税得所)1( ○住宅ローン減税
（国税） 住宅の新築、取得又は増改築等をした場合、10年間、住宅ローン等 の年末残

※

個人住民税 高の1. 0％（長期優良住宅については、1.2％又は1. 0％）を所得税額から控除
（地方税） （下表参照)

※住宅とともに取得する敷地の費用に充てるため住宅に係る借入金と一体となって借り入れた借入金も対象

〔個人住民税からの減税〕
住宅ローン減税制度の最大控除額まで所得税額が控除されない者について、

所得税から控除しきれない額を、個人住民税から控除する（当該年分の所得税
の課税総所得金額等の額に５％を乗じて得た額（最高9.75万円）を限度）。
【一般住宅】

【長期優良住宅】

〈適用要件〉
（１）所得要件：3,000万円以下
（２）住宅の床面積要件：50㎡以上
（３）入居要件：工事完了又は住宅の取得から６ヶ月以内に入居
（４）中古住宅を取得する場合の築後年数要件：次のいずれかを満たすもの

（ⅰ）耐火建築物 築25年以内、木造等 築20年以内
（ⅱ）一定の耐震基準を満たすことが建築士等により証明されたもの

（５）増改築等工事の要件：
工事費100万円超及び増改築工事後の床面積が50㎡以上となる工事

※耐震改修工事を含む。
※一定のバリアフリー・省エネ改修工事を含む。ただし、バリアフリー

はＨ19.４.１以後に、省エネはＨ20.４.１以後に自己の居住の用に供
する場合。

（６）譲渡損失の繰越控除との併用可
（７）住宅ローン減税の適用を受けていた者が、転勤等やむを得ない事情に

より一時転出し、その後再び入居した場合についても、再適用が可能
（８）住宅を居住の用に供した年の12月31日までの間に、転勤等やむを得ない

事情により転出し、その後再び入居した場合についても、適用が可能

（租41の19の4）○長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定を受けた長期優

良住宅の新築等を行い、居住の用に供した場合には、標準的な性能強化費用
相当額（1,000万円を上限）の10％相当額を、その年分の所得税額から控除
（当該控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得
税額から控除）

〈適用要件〉
（１）所得要件：3,000万円以下
（２）住宅の床面積要件：50㎡以上
（３）入居要件：住宅の取得から６ヶ月以内に入居
（４）住宅ローン減税と選択制。居住用財産の買換え等の特例との併用可。
（５）適用期間：平成21年６月４日～平成23年12月31日
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